
デジタルテレビ約款　新旧対照表

用語 用語の意味

当社グループ 株式会社ＫＣＮ京都、こまどりケーブル
株式会社、株式会社テレビ岸和田

別に定める料金表に記載する、コースお
よびオプションサービスの月額利用料

料金等 別に定める料金表に記載する、加入契約
金、コース種別およびオプションサービ
スの月額利用料、工事費用、手数料など
の料金

料金等
（「利用料金」の後
ろへ順番変更）

別に定める料金表に記載する、加入契約
金、コースおよびオプションサービスの
月額利用料、工事費用、手数料などの料
金

（略） （略）

同時再放送サービス 同時再放送（放送事業者のテレビジョン
放送（多重放送を含みます。）およびＦ
Ｍ放送を受信し、そのすべての放送番組
に変更を加えず同時に再放送する有線テ
レビジョン放送）を当社の施設を利用
し、特別な地域、建物に対して提供する
もの

同時再放送（放送事業者のテレビジョン
放送（多重放送を含む）およびＦＭ放送
を受信し、そのすべての放送番組に変更
を加えず同時に再放送する有線テレビ
ジョン放送）を当社の施設を利用し、特
別な地域、建物に対して提供するもの

同時再放送サービス

ＳＴＢ（セットトッ
プボックス）

当社が提供するデジタル放送を受信する
ために必要な機器（以下、「ＳＴＢ」と
いいます。）

ＳＴＢ（セットトッ
プボックス）

当社が貸与するデジタル放送を受信する
ために必要な機器（以下「ＳＴＢ」とい
います。）

引込端子

請求料金確認や契約内容変更等がＷＥＢ
上で行えるマイページサービスを利用す
る際に加入者ごとに提供される識別コー
ド

マイページＩＤ
（「引込端子」の後
ろへ順番変更）

請求料金確認や契約内容変更等がＷＥＢ
上で行えるマイページサービスを利用す
る際に加入者ごとに提供される識別コー
ド

旧 新

第３条（用語の定義）
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。

用語 用語の意味

（略）

当社グループ 株式会社ＫＣＮ京都、こまどりケーブル
株式会社、株式会社テレビ岸和田、株式
会社ＫＣＮなんたん

第２条（約款の変更）
（略）
２．当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款
の効力発生日の１ヵ月前までに、本約款を変更する旨および変
更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上で
の掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急
やむを得ない場合はこの限りではありません。
（略）

第２条（約款の変更）
（略）
２．当社は、前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約
款の効力発生日の１ヵ月前までに、本約款を変更する旨および
変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上
での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊
急やむを得ない場合はこの限りではありません。
（略）

利用料金 別に定める料金表に記載する、コース種
別およびオプションサービスの月額利用
料

利用料金

（略）

オプションチャンネ
ル

ＢＳデジタル放送およびＣＳデジタル放
送の番組のうち、コース種別の申込みに
加えて別途料金が必要な番組

第３条（用語の定義）
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま
す。

タップオフおよびクロージャーの端子で
あって、引込線を接続するためのもの

引込端子 タップオフおよびクロージャーの端子で
あって、引込線を接続するためのもの

マイページＩＤ

ＮＨＫ放送受信規約 放送法（昭和２５年法律第１３２号）第
６４条第１項の規定に対してＮＨＫが定
めた規約

ＮＨＫ放送受信規約 法第６４条第１項の規定に対してＮＨＫ
が定めた規約

（略） （略）

ＢＳデジタル放送およびＣＳデジタル放
送の番組のうち、コースの申込みに加え
て別途料金が必要な番組

オプションチャンネ
ル
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新

第９条（申込みの承諾）
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、
本サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
（１）申込者が本約款に違反するおそれがある場合
（２）申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当
社（および当社グループ企業を含みます。以下本項において同
じ。）の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約と
なっていた場合
（３）申込者または申込者と生計を同一にする者が、当社の提
供するサービスにおいて、滞納中または利用停止中である場合
（４）申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当
社の提供するサービスにおいて、当社の定める禁止事項に抵触
したことがある場合
（５）申込内容に虚偽の記載があった場合
（６）設備の設置、保守およびサービス提供が技術上著しく困
難である場合
（７）申込者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団
体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下
同じ。）に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当
する者であると当社が判断した場合
（８）その他、当社の業務遂行上支障がある場合
２．当社は、契約の成立後当社の定める方法によりその契約内
容を通知します。

第９条（申込みの承諾）
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、
本サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
（１）申込者が本約款に違反するおそれがある場合
（２）申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当
社（および当社グループ企業を含む。以下本項において同じ）
の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約となって
いた場合
（３）申込者または申込者と生計を同一にする者が、当社の提
供するサービスにおいて、料金等の滞納中または利用停止中で
ある場合
（４）申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当
社の提供するサービスにおいて、当社の定める禁止事項に抵触
したことがある場合
（５）申込内容に虚偽の記載があった場合
（６）設備の設置、保守およびサービス提供が技術上著しく困
難である場合
（７）申込者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団
体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下
同じ）に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当す
る者であると当社が判断した場合
（８）その他、当社の業務遂行上支障がある場合
２．当社は、契約の成立後当社の定める方法によりその契約内
容を通知します。

第１０条（加入契約の成立と利用開始日）
加入契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社がこれを
承諾したときに成立します。
２．本サービスが利用可能となった日を、本サービスの利用開
始日と定めます。また、第３８条（オプションサービスの追加
および解約）の規定により特定のオプションサービスが追加さ
れたときは、当該オプションサービスが利用可能となった日
を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第１０条（加入契約の成立と利用開始日）
加入契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社がこれを
承諾したときに成立します。
２．本サービスが利用可能となった日を本サービスの利用開始
日と定めます。また、第３８条（オプションサービスの追加お
よび解約）の規定により特定のオプションサービスが追加され
たときは、当該オプションサービスが利用可能となった日を当
該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第７条（加入契約の単位）
加入契約の締結は、加入者引込線１回線ごとに行います。ただ
し、加入者引込線１回線により加入する世帯が２世帯以上とな
る場合には、加入契約を締結する単位を世帯（事業所、店舗等
も同様とする）毎とします。なお集合共同引込の場合には、別
途集合住宅一括導入契約の締結をした後、各世帯を単位として
加入契約を締結します。

第７条（加入契約の単位）
加入契約の締結は、引込線１回線ごとに行います。ただし、引
込線１回線により加入する世帯が２世帯以上となる場合には、
加入契約を締結する単位を世帯（事業所、店舗等も同様としま
す。）毎とします。なお集合共同引込の場合には、別途集合住
宅一括導入契約の締結をした後、各世帯を単位として加入契約
を締結します。

第５条（オプションサービスの種別）
本サービスにおけるオプションサービスについては別に定める
料金表に記載のとおりとします。
（略）

第５条（オプションサービスの種別）
本サービスにおけるオプションサービスの種別および利用料金
は、別に定める料金表に記載のとおりとします。
（略）

第４条（コースの種別）
本サービスにより提供するコースの種別および料金は別に定め
る料金表のとおりとします。
２．当社は本サービスの内容を変更することがあります。この
場合、当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法によ
り告知します。

第４条（コースの種別）
本サービスにより提供するコースの種別および利用料金は、別
に定める料金表に記載のとおりとします。
２．当社は、本サービスの内容を変更することがあります。こ
の場合、当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法に
より告知します。

第８条（加入契約の申込み）
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事
項を記載して当社に提出します。
（１）申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および
代表者
（２）利用を希望するコース種別およびオプションサービス種
別
（３）その他必要事項
（略）

第８条（加入契約の申込み）
申込者は、本約款を承認のうえ、当社所定の加入申込書に次の
事項を記載して当社に提出します。
（１）申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および
代表者
（２）利用を希望するコースおよびオプションサービス
（３）その他必要事項
（略）
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新
第１１条（加入申込書記載事項の変更）
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を請求するこ
とができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事
項を記入して、契約変更希望日の１４日前までに当社に提出し
ます。
（略）
４．第１項および第２項に規定する各請求の受付は、必要な提
出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更の
請求においては当社が別途定める日に準じ、当該契約変更日と
して取り扱います。ただし、第２項の規定による変更の場合
は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契
約変更日とします。
５．当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書
類の提出に代え、当社が定める方法で当該変更の請求、および
通知することができます。

第１１条（契約事項の変更）
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を請求するこ
とができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必
要事項を記入して、契約変更希望日の１４日前までに当社に提
出します。
（略）
４．第１項および第２項に規定する各請求の受付は、必要な提
出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更の
請求においては当社が別に定める日に準じ、当該契約変更日と
して取り扱います。ただし、第２項の規定による変更の場合
は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契
約変更日とします。
５．当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書
類の提出に代え、当社が定める方法で当該変更の請求をするこ
とができます。

第１４条（設置場所の変更）
加入者は、加入者施設、および当社施設のうちの引込線につい
て、設置場所の変更を請求できます。この場合、加入者は、当
社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出します。
２．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の
請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加
入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
（１）加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷
地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていな
い場合
（２）当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれ
があると当社が判断した場合
（略）

第１４条（設置場所の変更）
加入者は、当社施設のうちの引込線および加入者施設につい
て、設置場所の変更を請求することができます。この場合、当
該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提
出します。
２．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の
請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加
入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
（１）加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地
または住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られてい
ない場合
（２）当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれ
があると当社が判断した場合
（略）

第１５条（当社が行う本サービス提供の停止）
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本
サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
（１）第２２条（加入者の支払義務）に規定する本サービスの
料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または
怠るおそれがある場合
（２）加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
（３）第４１条（禁止事項）の規定に違反した場合

（４）その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場
合
２．当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止すると
きは、当該加入者に対し、その理由および停止期間を当社の定
める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合
は、この限りではありません。

第１５条（当社が行う本サービス提供の停止）
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本
サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
（１）第２２条（加入者の支払義務）に規定する本サービスの
料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または
怠るおそれがある場合
（２）加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
（３）第３１条（加入者の維持責任）第１項、第３項および第
４１条（禁止事項）の規定に違反した場合
（４）その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場
合
２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止すると
きは、当該加入者に対し、その理由および停止期間を当社の定
める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は
この限りではありません。

第１２条（名義変更）
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次
のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限り
ではありません。
（１）個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名
義に変更するとき
（２）法人加入者が合併または組織変更により商号を変更する
とき
（３）２親等以内の家族の名義に変更するとき（旧加入者の同
意書を添付するものとします。）
（４）本サービスの加入権を付した建物において加入者が転
出・転入する場合
（５）当社が特に認めた場合
（略）

第１２条（名義変更）
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次
のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限り
ではありません。
（１）個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名
義に変更する場合
（２）法人加入者が合併または組織変更により商号を変更する
場合
（３）２親等以内の家族の名義に変更する場合（旧加入者の同
意書を添付するものとします。）
（４）本サービスの加入権を付した建物において加入者が転
出・転入する場合
（５）当社が特に認めた場合
（略）
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旧 新

第１８条（当社が行う加入契約の解除）
（略）
２．当社は、加入者が第１５条（当社が行う本サービス提供の
停止）第１項に該当する場合、ならびに加入者が本約款に違反
する行為があったと認められる場合で、その原因となった事由
が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の
規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をす
ることなくその加入契約を解除できるものとします。
（略）
４．当社は、第１項から第３項の規定により加入契約を解除し
ようとするときは、あらかじめ書面により当該加入者にその旨
を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでは
ありません。
（略）

第１６条（当社が行う本サービス提供の休止）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス
の全部または一部の提供を休止することがあります。
（１）本施設の保守上または工事上やむをえない場合
（略）

第１６条（当社が行う本サービス提供の休止）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス
の全部または一部の提供を休止することがあります。
（１）本施設の保守上または工事上やむを得ない場合
（略）

第２０条（ＩＤおよびパスワードの管理）
当社は、加入者にマイページＩＤを付与します。加入者は、マ
イページＩＤにかかるパスワードを自ら任意で設定、変更する
ものとします。
２．加入者は、マイページＩＤおよびパスワードの管理、使用
において全ての責任を持つものとします。
３．加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、
速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった
場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該Ｉ
Ｄによるサービスの提供を停止します。ただし、他者の不正使
用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わない
ものとします。
（略）

第２０条（ＩＤおよびパスワードの管理）
当社は、加入者にマイページＩＤを付与します。当該加入者
は、マイページＩＤにかかるパスワードを自ら任意で設定、変
更するものとします。
２．加入者は、マイページＩＤおよびパスワードの管理、使用
においてすべての責任を持つものとします。
３．加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、
速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった
場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該Ｉ
Ｄによる本サービスの提供を停止します。ただし、他者の不正
使用により当該加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負
わないものとします。
（略）

第１７条（加入者が行う加入契約の解約）
加入者は、毎月末日付にて、加入契約を解約することができま
す。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記
入して解約希望日の１４日前までに当社に提出します。
２．前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告
を受けた時に成立します。ただし、解約日においては必要な提
出書類を当社が受理した日の月末を原則として、本サービスの
利用終了日および解約日として取り扱います。
（略）
５．コース種別に応じて別途定める最低利用期間内に解約また
は特定のコース種別への変更があった場合は、加入者は別途定
める契約解除料を支払います。

第１７条（加入者が行う加入契約の解約）
加入者は、毎月末日付にて、加入契約を解約することができま
す。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記
入して、解約希望日の１４日前までに当社に提出します。
２．前項に規定する解約請求の受付は、当該加入者より解約の
申告を受けたときに成立します。ただし、解約日においては必
要な提出書類を当社が受理した日の属する月の月末を原則とし
て、本サービスの利用終了日および解約日として取り扱いま
す。
（略）
５．コースに応じて別に定める最低利用期間内に解約または特
定のコースへの変更があった場合は、加入者は別に定める契約
解除料を支払います。

第１８条（当社が行う加入契約の解除）
（略）
２．当社は、加入者が第１５条（当社が行う本サービス提供の
停止）第１項および第４１条（禁止事項）に該当する場合、な
らびに加入者が本約款に違反する行為があったと認める場合
で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと
認められるとき、前項の規定にかかわらず、同条に定める本
サービスの提供の停止をすることなくその加入契約を解除でき
るものとします。
（略）
４．当社は、第１項から第３項の規定により加入契約を解除し
ようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通
知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではあり
ません。
（略）
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旧 新

第２２条（加入者の支払義務）
加入者は、その契約内容に応じ、第２１条（料金等）で規定す
る料金等を当社に支払う義務を負います。なお、第１１条（契
約事項の変更）の規定により加入者の契約内容が変更されたと
きは、当該加入者は変更後の契約内容に応じ、第２１条（料金
等）で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
２．料金等のうち、利用料金の支払いは、利用開始日の属する
月の翌月から契約の解約、解除または廃止があった日の属する
月までの期間（提供を開始した月と解約、解除または廃止が
あった月が同一の月である場合は１ヵ月とします。）としま
す。
３．料金等のうち、工事費用の支払義務は、第２７条（施設の
設置および費用負担）、第２８条（施設の移設および費用負
担）あるいは第２９条（施設の撤去および費用負担）に規定す
る施設の設置、移設あるいは撤去が完了した日に発生します。
４．第１１条（契約事項の変更）第１項および第３８条（オプ
ションサービスの追加および解約）の場合、利用料金の支払い
については、第２項に準じて取り扱います。
５．第２項および第４項の定めにかかわらず、オプションチャ
ンネルの利用料金の支払いは、利用開始日の属する月から契約
の解約、解除または廃止があった日の属する月までの期間とし
ます。
６．第１５条（当社が行う本サービス提供の停止）の規定によ
り、本サービスの提供が停止された場合における当該期間の利
用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金
の支払いについては第２項に準じて取り扱います。
７．第１６条（当社が行う本サービス提供の休止）の規定によ
り、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間
の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
８．前各項の定めにかかわらず、加入者の責めによらない事由
により、チャンネルのすべてが停止するなど、本サービスを
まったく利用できない状態が生じ、かつ当社がこのことを認知
した日から起算して、月のうち連続１０日以上その状態が継続
したときは、対象となる加入者に対し、当該月の利用料金の支
払義務を免ずるものとします。

第２２条（加入者の支払義務）
加入者は、その契約内容に応じ、第２１条（料金等）で規定す
る料金等を当社に支払う義務を負います。なお、第１１条（加
入申込書記載事項の変更）の規定により、加入者の契約内容が
変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第２１条
（料金等）で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
２．料金等のうち、利用料金（オプションサービスを含む）の
支払いは、利用開始日の属する月の翌月から契約の解除があっ
た日の属する月までの期間（提供を開始した月と解除または廃
止があった月が同一の月である場合は１ヵ月とします。）とし
ます。
３．料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第２７条（施設
の設置および費用負担）、第２８条（施設の移設および費用負
担）、あるいは第２９条（施設の撤去および費用負担）に規定
する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生しま
す。
４．第１１条（加入申込書記載事項の変更）第１項および第３
８条（オプションサービスの追加および解約）の場合、利用料
金の支払いについては、本条第２項に準じて取り扱います。
５．第２項および第４項の定めにかかわらず、オプションチャ
ンネルの利用料金の支払いは、利用開始日の属する月から契約
の解除があった日の属する月までの期間とします。
６．第１５条（当社が行う本サービス提供の停止）の規定によ
り、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間
の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用
料金の支払いについては本条第２項に準じて取り扱います。
７．第１６条（当社が行う本サービス提供の休止）の規定によ
り、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間
の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
８．前各項の定めにかかわらず、加入者の責めによらない事由
により、チャンネルの全てが停止するなど、本サービスを全く
利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったとき
から起算して、月のうち連続１０日以上この状態が継続したと
きは、対象となる加入者に対し、当該月の利用料金の支払い義
務を免ずるものとします。

第２３条（料金等の利用明細等）
（略）
３．加入者は、ご利用料金お知らせハガキの発行を希望する場
合は、別に定める料金表に記載の発行手数料を支払います。

第２１条（料金等）
料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。加入者
は料金表に従って、加入契約金、利用料金、工事費用、手数料
などを当社に支払うものとします。
２．加入者は、料金表に記載の金額を支払います。なお、料金
等の金額計算で１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨
てます。
３．当社は、料金表を改定することがあります。この場合、当
社は事前に当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法
によりその旨を告知します。
４．前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、
利用料金については改定日が月初日以外の場合は改定日の属す
る月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。
５．コースの利用料金には、ＮＨＫの放送受信料（衛星放送の
受信料を含みます。）は含まれておりません。
（略）

第２３条（料金等の利用明細等）
（略）
３．加入者は、ご利用料金お知らせハガキの発行を希望する場
合は別に定める料金表に記載の発行手数料を支払います。

第２４条（料金等の請求時期および支払期限等）
当社は、加入契約成立後、支払期限を定めて、加入者に料金等
を請求します。
（略）
３．加入者は、第１項の料金等について、当社の承諾を得た上
で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができます。

第２４条（料金等の請求時期および支払期限等）
当社は、加入契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を
請求します。
（略）
３．加入者は、第１項の料金等について、当社の承諾を得たう
えで、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができま
す。

第２１条（料金等）
料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。加入者
は料金表に従って、加入契約金、利用料金、工事費用、事務手
数料などを当社に支払うものとします。
２．加入者は、料金表記載の金額を支払います。なお、料金等
の金額計算で１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
ます。
３．当社は、料金表等を改定することがあります。この場合、
当社は事前に当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方
法によりその旨を告知します。
４．前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、
利用料金については改定日が月初日以外の場合は改定日の属す
る月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。
５．コース種別の利用料金には、ＮＨＫの放送受信料（衛星放
送の受信料を含む）およびオプションチャンネル利用料は含ま
れておりません。
（略）
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旧 新

第２９条（施設の撤去および費用負担）
第１７条（加入者が行う加入契約の解約）および第１８条（当
社が行う加入契約の解除）の規定により加入契約が終了したと
きは、当社施設およびＳＴＢを撤去するものとし、加入者はか
かる撤去に応じるものとします。この場合、加入者は別に定め
る料金表に記載の撤去費用を負担します。
２．撤去に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物
等の復旧を要する場合、加入者の費用と責任において、復旧作
業を実施することとします。

第２９条（施設の撤去および費用負担）
第１７条（加入者が行う加入契約の解約）および第１８条（当
社が行う加入契約の解除）の規定により加入契約が終了したと
きは、当社施設およびＳＴＢを撤去するものとし、加入者はか
かる撤去に応じるものとします。この場合、当該加入者は別に
定める料金表に記載の撤去費用を負担します。
２．撤去に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物
等の復旧を要する場合、当該加入者の費用と責任において、そ
の復旧作業を実施することとします。

第３１条（加入者の維持責任）
加入者は、本施設を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、
本約款に適合するよう利用します。
２．加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場
合または加入者施設を亡失または破損した場合は、加入者はそ
の修復に要する費用を負担します。
３．加入者は、本約款の認める範囲において加入者の利用権限
のもとで本サービスを利用する者に対し、本約款を遵守させる
責任を負います。
（追加）

第３１条（加入者の維持責任）
加入者は、本施設を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、
本約款に適合するよう利用します。
２．加入者の故意または過失により、当社施設に故障が生じた
場合または加入者施設を亡失もしくは破損した場合は、当該加
入者はその修復に要する費用を負担します。
３．加入者は、本約款の認める範囲において当該加入者の利用
権限のもとで本サービスを利用する者に対し、本約款を遵守さ
せる責任を負います。
４．前項の場合、本サービスを利用する者が第４１条（禁止事
項）に規定する禁止事項のいずれかを行い、またはその故意ま
たは過失により当社が損害を被った場合、当社は、当該利用者
の行為を当該加入者の行為とみなして取り扱います。

第３０条（施設の維持管理）
当社は、当社施設およびＳＴＢについて維持管理責任を負いま
す。なお、加入者は当社施設およびＳＴＢの維持管理の必要
上、第１６条（当社が行う本サービス提供の休止）第１項の規
定により、本サービスの提供を休止することがあることを承認
するものとします。

第２５条（加入契約終了に伴う利用料金等の精算方法）
第１７条（加入者が行う加入契約の解約）および第１８条（当
社が行う加入契約の解除）の規定により、月の途中で加入契約
が解約または解除されたときは、利用料金は利用終了日の属す
る月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いません。

第２７条（施設の設置および費用負担）
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担しま
す。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がそ
の設置に要する別に定める料金表に記載の費用を負担します。
なお、加入者施設のうちＳＴＢについては当社が保有し加入者
に貸与します。
２．加入者は加入者施設（ＳＴＢを除く）を所有し、加入者施
設の設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は、設置
の際の使用機器、工法等については当社の指定に従います。
（略）
６．加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および
加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担します。

第２７条（施設の設置および費用負担）
当社は、当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担しま
す。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がそ
の設置に要する別に定める料金表に記載の費用を負担します。
なお、加入者施設のうちＳＴＢについては当社が保有し加入者
に貸与します。
２．加入者は、ＳＴＢを除く加入者施設を所有し、加入者施設
の設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は、設置の
際の使用機器、工法等については当社の指定に従います。
（略）
６．加入者は、当該加入者の各種変更の希望により本施設に工
事を要する場合には、その費用を負担します。

第３０条（施設の維持管理）
当社は当社施設および当社が提供するＳＴＢについて維持管理
責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要
上、第１６条（当社が行う本サービス提供の休止）第１項の規
定により、当社のサービス提供が休止することがあることを承
認するものとします。

第２５条（加入契約終了に伴う料金等の精算方法）
第１７条（加入者が行う加入契約の解約）および第１８条（当
社が行う加入契約の解除）の規定により、月の途中で加入契約
が解除されたときは、利用料金は利用終了日の属する月の末日
まで発生するものとし、日割り計算は行いません。

第２６条（遅延損害金および督促手数料）
（略）
２．当社は加入者が料金その他の債務（遅延損害金を除きま
す。）について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当
社または料金回収会社が督促通知（料金その他の債務の支払い
を求める行為をいいます。）を行う場合には、別に定める料金
表に記載の督促手数料を別途請求いたします。

第２６条（遅延損害金および督促手数料）
（略）
２．当社は加入者が料金等その他の債務（遅延損害金を除きま
す。）について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当
社または料金回収会社が督促通知（料金等その他の債務の支払
いを求める行為をいいます。）を行う場合には、別に定める料
金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。

第２８条（施設の移設および費用負担）
当社が、第１４条（設置場所の変更）第１項の規定に基づく設
置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により当社施設お
よびＳＴＢを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の
当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するもの
とします。
２．移設に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物
等の復旧を要する場合、加入者の責任において、その復旧作業
を実施することとします。

第２８条（施設の移設および費用負担）
当社が、第１４条（設置場所の変更）第１項の規定に基づく設
置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により当社施設お
よびＳＴＢを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の
本施設の移設に要する費用を負担するものとします。
２．移設に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物
等の復旧を要する場合、当該加入者の責任において、その復旧
作業を実施することとします。
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新
第３３条（便宜の供与）
加入者は、当社により本施設の検査、修復等を行うために、加
入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場
合はこれに便宜を供するものとします。

第３３条（便宜の供与）
加入者は、当社により本施設の検査、修復等を行うために、当
該加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求め
た場合はこれに便宜を供するものとします。

第３５条（ＳＴＢ）
当社は、加入者が別に定める料金表の「地デジコース」、「地
デジ・ＢＳコース」以外のコースを契約した場合、当社の定め
るＳＴＢを貸与し、当該加入者が指定する受信機に接続しま
す。
２．ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢに付属するＣＡＳカード
の取り扱いについては、第４４条（Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ
－ＣＡＳカードの取り扱いについて）の規定によるものとしま
す。
３．第１項の規定により、加入者が当社より貸与を受けるＳＴ
Ｂについて故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必
要な措置を講ずるものとします。ただし、当該加入者が当社よ
り貸与を受けるＳＴＢおよび付属するリモコン類を本来の用法
に従って使用していなかった場合や、不適切な設置あるいは周
辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。
４．当社が認める場合を除きＳＴＢの交換は行いません。ただ
し、加入者がＳＴＢの交換を請求し当社が認めた場合、別に定
める料金表の金額を収受したうえでＳＴＢの交換を行う場合が
あります。
５．第１項の規定により、当社よりＳＴＢの貸与を受ける加入
者は、第１７条（加入者が行う加入契約の解約）第２項および
第１８条（当社が行う加入契約の解除）第５項に定める利用終
了日、ならびに第１１条（契約事項の変更）第４項に規定する
契約変更日に、当社にＳＴＢを返還するものとします。なお、
当該加入者が故意または過失によりＳＴＢおよび付属するリモ
コン類を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、当該加
入者は、別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
６．加入者は、当社が必要に応じて行うＳＴＢのバージョン
アップ作業の実施に同意するものとします。
７．加入者は、当社が貸与するＳＴＢ以外のＳＴＢを使用して
本サービスを利用することはできません。

第３５条（ＳＴＢの提供）
当社は、加入者が別に定める料金表の「地デジコース」、「地
デジ・ＢＳコース」以外のコース種別を申し込んだ場合、当社
の定めるＳＴＢを貸与し、加入者が指定する受信機に接続しま
す。
２．付属するＣＡＳカードの取り扱いについては、第４４条
（Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカードの取り扱いについ
て）の規定によるものとします。
３．第１項により、加入者が当社より貸与を受けるＳＴＢにつ
いて故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措
置を講ずるものとします。ただし、加入者が当社より貸与を受
けるＳＴＢおよび付属するリモコン類を本来の用法に従って使
用していなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持
を怠った場合は、この限りではありません。
４．当社が認める場合を除きＳＴＢの交換は行いません。ただ
し加入者がＳＴＢの交換を請求し当社が認めた場合、別に定め
る料金表の金額を収受したうえでＳＴＢの交換を行う場合があ
ります。
５．第１項により、当社よりＳＴＢの貸与を受ける加入者は、
第１７条（加入者が行う加入契約の解約）第２項、第１８条
（当社が行う加入契約の解除）第４項に定める利用終了日、お
よび第１１条（加入申込書記載事項の変更）第４項に規定する
契約変更日に、当社にＳＴＢを返還するものとします。なお、
加入者が故意または過失によりＳＴＢおよび付属するリモコン
類を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、
別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
６．加入者は、当社が必要に応じて行うＳＴＢのバージョン
アップ作業の実施に同意するものとします。
７．加入者は、当社が提供するＳＴＢ以外のＳＴＢを使用して
本サービスを利用することはできません。

第３６条（オプションサービス利用の申込み）
加入者は、第５条（オプションサービスの種別）に規定するオ
プションサービスを申し込むことができます。この場合、加入
者は当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希
望日の１４日前までに当社に申し込むものとします。
２．加入者は、コース種別を申し込むことなくオプションサー
ビス種別のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用
するコース種別により、特定のオプションサービスを申し込み
できない場合があります。なお、申込みの可否については、別
に定めます。
３．当社は、第９条（申込みの承諾）の規定に準じ、第１項の
申込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該
加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
４．当社が加入者のオプションサービスが利用可能となった日
を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第３６条（オプションサービス利用の申込み）
加入者は、第５条（オプションサービスの種別）に規定するオ
プションサービスを申し込むことができます。この場合、当該
加入者は当社の定める方法により、オプションサービス利用開
始希望日の１４日前までに当社に申し込むものとします。
２．加入者は、コースを申し込むことなくオプションサービス
のみを申し込むことはできません。また、加入者の利用する
コースにより、特定のオプションサービスを申し込みできない
場合があります。なお、申込みの可否については、別に定めま
す。
３．当社は、第９条（申込みの承諾）の規定に準じ、第１項の
申込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該
加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通知します。
４．当社は、加入者のオプションサービスが利用可能となった
日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。

第３４条（異常が生じた場合の取り扱い）
本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の所有する受
信機の異常がないことを確認の上、当社に通知するものとしま
す。この場合、当社は、速やかに当社施設および加入者施設を
調査し、適切な措置を講じます。ただし、受信機に起因する受
信異常については、この限りではありません。
２．加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するもの
とします。
３．第１項の調査の結果、異常や故障が加入者の責めによる事
由であった場合、加入者はその調査または本施設の修復に要す
る費用を負担します。

第３４条（異常が生じた場合の取り扱い）
本サービスに異常が生じた場合、加入者は当該加入者の所有す
る受信機の異常がないことを確認のうえ、当社に通知するもの
とします。この場合、当社は、速やかに本施設を調査し、適切
な措置を講じます。ただし、受信機に起因する受信異常につい
ては、この限りではありません。
２．加入者は、ＳＴＢを除く加入者施設の修復に要する費用を
負担するものとします。
３．第１項の調査の結果、異常や故障が当該加入者の責めによ
る事由であった場合、当該加入者はその調査または本施設の修
復に要する費用を負担します。
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新
第３８条（オプションサービスの追加および解約）
加入者は、オプションサービスの追加および解約を請求するこ
とができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事
項を記入して、契約変更希望日の１４日前までに当社に提出す
るものとします。

第３８条（オプションサービスの追加および解約）
加入者は、オプションサービスの追加および解約を請求するこ
とができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必
要事項を記入して、契約変更希望日の１４日前までに当社に提
出するものとします。

第３９条（オプションサービスの廃止）
（略）
２．当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを廃止
する日の３ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社
の定める方法によりその旨を告知します。ただし、当社の責め
によらない事由により当該オプションサービスを廃止する場合
はこの限りではありません。

第３９条（オプションサービスの廃止）
（略）
２．当社は、前項の場合には、当該加入者に対し当該オプショ
ンサービスを廃止する日の３ヵ月前までに、当社ホームページ
上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
ただし、当社の責めによらない事由により当該オプションサー
ビスを廃止する場合はこの限りではありません。

第４１条（禁止事項）
加入者が以下に該当する行為を行うことを禁止します。
（１）加入申込書に記載する台数を超えるＳＴＢ、または受信
機を加入者施設に接続すること
（２）加入者が、個人的に、または家庭内等に準ずる限られた
範囲内において使用する場合を除き、当社の承諾を得ることな
く本サービスを第三者に対して提供（上映、複製、その他著作
権を侵害する行為を含む）すること
（３）加入者が、引込端子および加入者引込線に線条その他の
導体を連結して、当社のサービスを無断で受信すること
（４）当社が提供するＳＴＢ以外の端末設備もしくは端末設備
の機能を代替する機器等を加入者施設に接続すること
（５）当社が提供するＳＴＢおよびＣＡＳカード等の設備およ
び機能を分解もしくは改造、改ざんすること

第４１条（禁止事項）
加入者が以下に該当する行為を行うことを禁止します。
（１）加入申込書に記載する台数を超えるＳＴＢ、または受信
機を加入者施設に接続すること
（２）加入者が、個人的に、または家庭内等に準ずる限られた
範囲内において使用する場合を除き、当社の承諾を得ることな
く本サービスを第三者に対して提供（上映、複製、その他著作
権を侵害する行為を含みます。）すること
（３）加入者が、引込端子および引込線に線条その他の導体を
連結して、当社のサービスを無断で受信すること
（４）当社が貸与するＳＴＢ以外の端末設備もしくは端末設備
の機能を代替する機器等を加入者施設に接続すること
（５）当社が貸与するＳＴＢおよびＣＡＳカード等の設備およ
び機能を分解もしくは改造、改ざんすること
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新

第４３条（放送内容の変更）
当社はやむを得ない事情により放送内容を変更することがあり
ます。なお、変更によって生じた加入者の損害については、賠
償の責任は負わないものとします。

第４２条（損害賠償の免責および特約事項）
（略）
５．加入者が、第２０条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２
項、第３１条（加入者の維持責任）第１項、第３項および第４
１条（禁止事項）に違反する行為、その他の過失、不正、違法
な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、当社は、当該加入者
に対して相応の損害賠償請求を行うことができます。
６．加入者が、本約款もしくは利用規約等に違反し、または、
本サービスの利用に伴う故意もしくは過失により、当社または
第三者に対して損害を与えた場合、当該加入者は、自己の責任
と費用をもって一切の損害を賠償するものとします。
７．第１７条（加入者が行う加入契約の解約）および第１８条
（当社が行う加入契約の解除）の規定により加入契約が解約ま
たは解除された場合に、加入者が別途支払ったＮＨＫの放送受
信料（衛星放送の受信料を含みます。）、株式会社ＷＯＷＯＷ
の視聴料が払い戻されず、当該加入者に不利益、損害等が生ず
ることがあっても、当社は何らの責任も負いません。
８．当社は、視聴状態の確認を行うために、第４０条（個人情
報）の規定を遵守したうえで、加入者の使用するＳＴＢと電気
信号による通信を行うことができるものとします。また、当社
は、当社が貸与する記憶装置内蔵ＳＴＢまたは外部記憶装置を
接続することが可能なＳＴＢの不具合の確認を行うために、必
要な範囲で当該機器の録画内容、時間等を確認する事ができる
ものとします。
９．当社は、当社が貸与する記憶装置内蔵ＳＴＢおよび加入者
が接続した外部記憶装置の不具合、毀損および紛失等の原因に
より、録画・編集したデータが滅失または正常に再生ができな
かった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任
を負わないものとします。また、当該機器の故障の措置や返還
に伴い、記録されたデータが消去された場合も一切の責任を負
わないものとします。
１０．加入者は、当社が貸与する記憶装置内蔵ＳＴＢまたは外
部記憶装置を接続することが可能なＳＴＢを当社が交換する必
要がある場合および当社に返還する必要がある場合、あらかじ
め録画・編集したデータについて他の媒体に移動または複製す
るものとし、当該記憶装置内蔵ＳＴＢまたは当該加入者が接続
した外部記憶装置に記録されたデータの一切の権利を放棄する
ものとします。
１１．当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理また
は復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土
地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社
の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、
その損害を賠償しません。
１２．当社は、本約款等の変更により、自営端末設備または自
営電気通信設備の改造または変更（以下本条において「改造
等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その
改造等に要する費用については負担しません。
（略）

第４３条（放送内容の変更）
当社はやむを得ない事情により放送内容を変更することがあり
ます。なお、変更によって生じた加入者の損害については、賠
償する責任を負わないものとします。

第４２条（損害賠償の免責および特約事項）
（略）
５．加入者が、第２０条（ＩＤおよびパスワードの管理）第２
項、第４１条（禁止事項）に違反する行為、その他の過失、不
正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社
は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができ
ます。

６．加入者が、本約款もしくは利用規約等に違反し、または、
本サービスの利用に伴う故意もしくは過失により、当社または
第三者に対して損害を与えた場合、加入者は、自己の責任と費
用をもって一切の損害を賠償するものとします。
７．第１７条（加入者が行う加入契約の解約）および第１８条
（当社が行う加入契約の解除）の規定により加入契約が終了し
た場合に、加入者が別途支払ったＮＨＫの受信料（衛星契約を
含む）、株式会社ＷＯＷＯＷの視聴料が払い戻されず、加入者
に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任
も負いません。

８．当社は、視聴状態の確認を行うために、第４０条（個人情
報）の規定を遵守した上で、加入者の使用するＳＴＢと電気信
号による通信を行うことができるものとします。また、当社
は、記憶装置内蔵ＳＴＢまたは外部記憶装置を接続することが
可能なＳＴＢの不具合の確認を行うために、必要な範囲で当該
機器の録画内容、時間等を確認する事ができるものとします。

９．当社は、当社が提供する記憶装置内蔵ＳＴＢおよび加入者
が接続した外部記憶装置の不具合、毀損および紛失等の原因に
より、録画・編集したデータが滅失または正常に再生ができな
かった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任
を負わないものとします。また、当該機器の故障の措置や返還
に伴い、記録されたデータが消去された場合も一切の責任を負
わないものとします。
１０．加入者は、当社が提供する記憶装置内蔵ＳＴＢまたは外
部記憶装置を接続することが可能なＳＴＢを当社が交換する必
要がある場合および当社に返還する必要がある場合には、あら
かじめ録画編集したデータについて他の媒体に移動または複製
するものとし、当該記憶装置内蔵ＳＴＢまたは加入者が接続し
た外部記憶装置に記録されたデータの一切の権利を放棄するも
のとします。
１１．当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理また
は復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土
地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社
の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、
その損害を賠償しません。
１２．当社は、この約款等の変更により、自営端末設備または
自営電気通信設備の改造または変更（以下この条において「改
造等」といいます）を要することとなる場合であっても、その
改造等に要する費用については負担しません。
（略）
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新

第４５条（本サービスの廃止）
当社は、業務上の都合により本サービスの全部または一部を廃
止することができます。この場合、本サービスを廃止する日を
もって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの提
供終了日と定めます。
２．当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止
する日の３ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当
社の定める方法によりその旨を告知します。
３．当社は、都合により特定のコースを任意の月の末日付で廃
止する場合があります。この場合、加入者は第１１条（契約事
項の変更）第１項の規定に基づき、別のコースへの変更を請求
することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、
別途当社が定める場合を除き、当該コースを廃止する日をもっ
て、代替コースへ変更、または当該加入者との加入契約を解除
するものとします。
４．当社は、前項の場合には、当該コースを利用する加入者に
対し、当該コースを廃止する日の３ヵ月前までに、当社ホーム
ページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知し
ます。

５．第２項および第４項について、当社の責めによらない事由
により本サービスの全部または一部を廃止する場合はこの限り
ではありません。

第４５条（本サービスの廃止）
当社は、業務上の都合により本サービスの一部および全部を廃
止することができます。この場合、本サービスを廃止する日を
もって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの提
供終了日と定めます。
２．当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止
する日の３ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当
社の定める方法によりその旨を告知します。
３．当社は、都合により特定のコース種別を任意の月の末日付
で廃止する場合があります。この場合、加入者は第１１条（加
入申込書記載事項の変更）第１項の規定に基づき、別のコース
種別への変更を請求することができます。請求を行わなかった
加入者に関しては、当該コース種別を廃止する日をもって、別
途当社が定める場合を除き、他の代替コース種別へ変更、また
は加入契約を解除するものとします。
４．当社は、前項の場合には、当該コース種別を利用する加入
者に対し、当該コース種別を廃止する日の３ヵ月前までに、当
社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該
コース種別を廃止する旨を告知します。
５．第２項および第４項について、当社の責めによらない事由
により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りでは
ありません。

第４４条（Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカードの取り扱
い）
Ｂ－ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビー
エス・コンディショナルアクセスシステムズが別途定める約款
によるものとします。
２．Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する加入者
は、ＳＴＢ１台に付き１枚のＣ－ＣＡＳカードを当社より無償
貸与されるものとし、ＳＴＢの解約または契約の解除後は、速
やかにＣ－ＣＡＳカードを当社に返還するものとします。ま
た、当社は必要に応じて、加入者にＣ－ＣＡＳカードの交換お
よび返還を請求することができるものとします。
３．Ｃ－ＣＡＳカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の
手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄すること
を禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及
ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
４．加入者が故意または過失によりＣＡＳカードを破損もしく
は紛失し、または返還しない場合には、加入者は別に定める機
器損害金を当社に支払うものとします。

第４４条（Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカードの取り扱
い）
Ｂ－ＣＡＳカードに関する取り扱いについては、株式会社ビー
エス・コンディショナルアクセスシステムズが別に定める約款
によるものとします。
２．Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する加入者
は、ＳＴＢ１台に付き１枚のＣ－ＣＡＳカードを当社より無償
貸与されるものとし、ＳＴＢの解約または加入契約の解約また
は解除後は、速やかにＣ－ＣＡＳカードを当社に返還するもの
とします。また、当社は必要に応じて、加入者にＣ－ＣＡＳ
カードの交換および返還を請求することができるものとしま
す。
３．Ｃ－ＣＡＳカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の
手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄すること
を禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及
ぼされた損害、利益損失は、当該加入者が賠償するものとしま
す。
４．加入者が故意または過失によりＣＡＳカードを破損もしく
は紛失し、または返還しない場合、当該加入者は、別に定める
機器損害金を当社に支払うものとします。

第４８条（定めなき事項）
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契
約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるも
のとします。

第４８条（定めなき事項）
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契
約締結の主旨に従い、誠意をもって協議のうえ、解決に当たる
ものとします。

第４６条（準拠法・合意管轄）
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により
生じる一切の紛争等については、奈良地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。

第４６条（準拠法・合意管轄）
本約款は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じ
る一切の紛争等については、奈良地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とします。
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デジタルテレビ約款　新旧対照表

旧 新

割引金額 条件 割引金額 条件

（表２－１）コースの種別（表２－１）コース種別

【デジタルテレビサービス料金表】
＊表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込み
です。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下
端数を切り捨てて計算します。

【デジタルテレビサービス料金表】
※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込み
です。請求金額は税抜金額の合計から税率乗算して小数点以下
端数を切り捨てて計算します。

付則
（１）当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付す
ることができるものとします。
（２）一括加入、業務用等については別に定めます。
（３）この約款実施前の旧約款の規定に基づく債務について
は、なお従前のとおりとします。
（４）この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きそ
の他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるとき
は、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
（５）本約款は、２０２２年７月１日より施行します。
（６）本約款は、２０２２年６月１３日、総務大臣に届出、受
理されたものです。

付則
（１）当社は特に必要があるときには、本約款に特約を付する
ことができるものとします。
（２）一括加入、業務用等については別に定めます。
（３）本約款実施前の旧約款の規定に基づく債務については、
なお従前のとおりとします。
（４）本約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその
他の行為は、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本
約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
（５）本約款は、２０２３年４月３日より施行します。
（６）本約款は、２０２３年３月９日、総務大臣に届出、受理
されたものです。

（表３）オプションサービス種別
（略）
・インターネット接続サービスを合わせて契約した場合の料金
については別途インターネット約款に定めます。

（表３）オプションサービスの種別
（略）
・インターネット接続サービスを合わせて契約した場合の料金
等については別途インターネット約款に定めます。

（略） （略）

２台目以降のコース種
別

２台目以降のコースの
種別

（表２－２）複数台割引 （表２－２）複数台割引

・２台目以降の契約コース種別に対して割引が適用されます。 ・２台目以降の契約コースの種別に対して割引が適用されま
す。
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